
※詳しくは（公財）日本医療機能評価機構の産科医療補償制度のHPをご覧ください

* ｢直接支払制度｣又は｢受取代理制度｣の利用を希望される方は出産予定医療機関
等へお問い合わせください。

出産育児一時金制度とは、健康保険法等に基づく保険給付として、被保険者または被扶養者
が出産されたとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度
です。

医療機関が加入制度で、加入医療器で制度対象となる出産をされ、万一分娩時の何らかの理由によ
り重度の脳性まひとなった場合、子供とご家族の経済的負担を補償するものです。

【産科医療保障制度とは】

【支給条件】

※令和4年1月1日に生まれたお子様より産科医療保障制度の掛金が1万6千円より1万2千円に変
更されます。

｢産科医療補償制度｣に加入している分娩機関で出産(妊娠２２週以降の死産を含む)した場合は、１児
につき４２万円＋付加給付が支給されます。

｢産科医療補償制度｣に加入していない分娩機関で出産した場合及び妊娠１２週以上２２週未満の死
産・流産の場合は、１児につき40.8万円（平成27年1月1日～令和3年12月31日の出産は40.4千
円）＋付加給付が支給されます。

給付対象となる出産には、妊娠４ヶ月(８５日)以後の生産(早産）のほか、死産(流産)・人工妊娠中
絶も含まれます。

出 産 育 児 一 時 金 制 度 に つ い て

直接支払制度

出産育児一時金の請求と受け取りを被保険者及び被扶養者に代わり医療機関等が行う制度です。
出産育児一時金を健康保険組合から医療機関等へ直接支給します。

出産後、医療機関等の窓口で出産費用の４２万円(40.8万円)を超えた額の支払いで済みます。
※差額及び付加給付は、医療機関から当健康保険組合へ出産費用の請求があった時に被保険者
に自動払いします。

受取代理制度

被保険者が出産する医療機関等を受取代理人として事前（出産予定日の２ヶ月以内）に健康保険組合
へ申請し、出産育児一時金を健康保険組合から医療機関等へ直接支給します。
出産後、医療機関等の窓口で出産費用の４２万円(40.8万円)＋付加給付を超えた額の支払いで済み
ます。
※出産費用が上記の額未満の場合は、健康保険組合より差額を被保険者に支給します。

川口工業健康保険組合の付加給付
（退職の翌日以降の支給はありません。）

・ 出産育児一時金付加金 １児につき２０，０００円

・家族出産育児一時金付加金 １児につき１０，０００円



＜給付内容と申請方法＞
Ａ . 直接支払制度を利用した場合

直接支払制度で健康保険組合から医療機関等に支払える限度額は、法定給付額42万円
(40.4万円)までとなっています。
従って、法定給付額から出産費用を差し引いた差額及び付加給付については、健康保険
組合から別途被保険者にお支払いすることになります。

健康保険組合からの支払方法は次の２つです。

健康保険組合から自動払いによりお支払いする場合

直接支払制度に基づき医療機関から健康保険組合へ出産費用の請求があった場合、この請求
を以て被保険者からの差額及び付加給付の請求があったとみなし、その差額及び付加給付を
被保険者にお支払いします。
従ってこの場合は、健康保険組合への提出書類は不要となります。

㋐によらず、早めに差額及び付加給付の支払いを受けたい場合

㋐の場合、医療機関から健康保険組合への請求が出産された月の１～２ヶ月後となるため、
実際に被保険者へ通知されるのが出産の２～３ヶ月後になります。
出産後すぐに差額及び付加給付の支給を受けたい場合は、次の書類を健康保険組合へ
提出することで、早めにお支払いすることができます。

・提出書類→出産育児一時金等内払金・付加金支払依頼書
①医療機関等が発行する領収書・明細書の写し

（産科医療補償制度加入機関はスタンプ印が必要）
②「代理契約に関する合意文書」の写し（制度利用する旨が記載）

Ｂ . 受取代理制度を利用した場合

受取代理制度で健康保険組合から医療機関等に支払える限度額は、法定給付額42万円
(40.8万円)＋付加給付額(本人２万円・家族１万円)までとなっています。
従って、出産費用がその額を下回った場合は、次の方法で別途お支払いすることになります。
出産後、受取代理制度に基づき医療機関等から出産費用の請求があった場合、この請求を
以て被保険者からの差額及び付加給付の請求があったとみなし、その差額及び付加給付を
被保険者にお支払いします。

・提出書類→出産育児一時金等申請書(受取代理用)　
※事前(出産予定日の２ヶ月以内）に申請

【添付書類】なし

Ｃ . 直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合

・提出書類→出産育児一時金・付加金請求書
①医療機関等が発行する領収書・明細書の写し

（産科医療補償制度加入機関はスタンプ印が必要）
②「代理契約に関する合意文書」の写し（制度利用しない旨が記載）

①

②

①

②

添付書類

な　　し

領収書・明細書の写し

【添付書類】

㋐.

㋑.

【添付書類】

【　申　請　方　法　】

制 度 申 請 書

直接支払

㋐

◎

出産育児一時金等及び
内払金・付加金 申請の必要なし

(自動払い）

産科医療補償制度加入機関は
スタンプ押印あり

｢代理契約に関する合意文書｣の写し

制度利用する旨が記載

㋑
出産育児一時金等及び
内払金・付加金

出産育児一時金等内払金
・付加金支払依頼書

(出産後すぐに請求
する場合）

受取代理
出産育児一時金等支給申請書

（受取代理用）

利用しない 出産育児一時金・付加金請求書

な　　し

領収書・明細書の写し

産科医療補償制度加入機関は
スタンプ押印あり

｢代理契約に関する合意文書｣の写し

制度利用しない旨が記載


